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盛岡市動物公園の管理を行う指定管理者の指定について 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設対象施設 

(1) 名 称 盛岡市動物公園 

(2) 位 置 盛岡市新庄字下八木田60番地18 

(3) 制度導入の種別  継続（指定期間満了による更新） 

(4) 指定期間 令和５年４月１日～令和19年３月31日（14年間） 

(5) 指定管理料の有無 有 

(6) 利用料金制 採用 

(7) 公募・非公募の別 非公募 

  （非公募理由） 

   当該施設は、盛岡市動物公園再生事業計画によって施設の再整備を行うこととしており、そ

の管理運営に当たっては、事業開発を担う会社である当該法人に一体的に行わせることが効果

的であるため。また、当該法人は、現指定管理者として良好な飼育実績があり、引き続き動物

飼育に関する高い専門性を備え、動物への影響を最小限に抑えながら飼育継続することができ

るため。 

２ 申請の状況及び選定結果 

(1) 申請団体数 １団体 

※ 申請資格要件を満たしていることが確認された。 

(2) 指定管理者候補者 

・団体名称  株式会社もりおかパークマネジメント 

・代表者名  代表取締役 加 藤  彰 

・所在地      盛岡市新庄字下八木田60番地18 

・新規、再指定の別 再指定 

(3) 候補者の主な業務内容 

都市公園を中心とした事業開発を目的とし、これを達成するため、以下の事業等を行う。 

・都市開発事業、観光開発及び産業振興事業に関する各種調査研究、企画立案及びコンサルタ

ント業務 

・動物公園に関する下記事業の経営及び運営 

・建築工事、建築内装仕上げ工事及び建築設計の受託、土木工事及び土木設計の受託 

・飲食店の経営、食品の販売 

(4) 候補者の実績 

市で策定した盛岡市動物公園再生事業計画に基づき、令和元年７月に会社を設立して以来、 

同計画推進のため、令和元年度からランドスケープ基本計画の策定を含め、事業開発に取り組
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んでいる。また、令和元年８月から令和４年３月31日までは盛岡市動物公園の指定管理者とし

て、動物公園の管理運営や飼育展示、ＳＮＳ等を活用した積極的な情報発信を行っている。 

３ 指定までの経過 

令和４年11月30日       仕様書等の配布開始 

12月１日～令和５年１月５日 申請期間 

１月11日      審査の実施 

３月27日      指定の議決 

      ３月31日      指定・告示 

４ 採点結果 

順位 申請者名 
満点 

（Ａ） 

総合計点

（Ｂ） 

比率 

(Ｂ/Ａ) 

指定管理料 

上限額 
提案額 

１ 
株式会社もりおかパー

クマネジメント 
468.0点 280.3点 59.9％ 100,000,000円 100,000,000円 

※ 指定管理者候補者選定要領第５に規定する次の事項には該当していない。 

・ いずれの申請者も満点の合計数の 100分の50に満たない場合は、指定管理者候補者なし

とする。 

・ 評価表の大項目のいずれかに、各審査員の審査点の合計が０点の項目があった申請者は

失格とする。 

５ 総評（選定された団体の評価が高かった点について） 

  市民にとってなくてはならない動物公園を目指し、コロナ禍においても、現場で働く職員の経

験等に基づく様々な事業展開により、社会教育施設としての役割を遂行しようとする意識の高さ

を評価する。リニューアル後は、これまで以上に市民に愛される動物公園を目指して適切な管理

運営を行っていただくことを期待したい。 

・地元小中学校だけでなく、地域の大学との連携した活動や不登校児等へのアニマルセラピーの

実施など、社会教育施設としての役割を認識している。 

・盛岡の動物公園としての特色を生かした飼育展示や自主事業の実施、及び飼育職員の正規雇用

など、全国の飼育職員にとっても魅力のある動物公園を目指している。 

・施設修繕や動物の飼料に係る費用負担の軽減を工夫することで、自立した運営による持続可能

な施設として再生計画の実現に向けて努力している。 

６ 審査員 

(1) 盛岡市財政部財政課長        小 林   敬 

(2) 盛岡市財政部参事兼資産経営課長   佐 藤   卓 

(3) 盛岡市都市整備部公園みどり課長   富 樫 正 幸 


